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第１部 研究報告 

Ⅰ 平成２７～２８年度諸外国との比較研究等事業の概要 

１ 諸外国との比較研究事業 

  諸外国との比較研究事業は、日本の教育施策の現状を諸外国と比較するため

の調査研究及び国際交流を行い、その成果を都道府県教育委員会に広く還元す

ることにより、地方教育行政の発展に資する。 

２ 研究のテーマ 

  諸外国における特別支援教育 

 －インクルーシブ教育システムの構築に向けて－ 

３ 研究の目的 

  先導的に特別支援教育に取り組んでいる国々の特別支援教育に関する考え方

や取組を日本と比較研究し、わが国の教育委員会や各学校が実効性のあるイン

クルーシブ教育システムを構築するための資料とすることを目的とする。

４ 研究の体制・方法 

全国都道府県教育長協議会総合部会が担当する。 

（１）研究の体制

愛知県（主査兼研究担当）

岐阜県（副主査兼研究担当）

千葉県（研究担当）

（２）研究の方法

ドイツ連邦共和国（ノルトライン・ヴェストファーレン州及びバイエルン

州）、フランス共和国、オーストラリア連邦（西オーストラリア州）を比較

研究の対象国とし、諸外国の優れた点や課題をまとめるとともに、日本の優

れた点や課題を見出す。また、ドイツ連邦共和国への現地調査を実施し、比

較対象国の研究で得られた知見をさらに深める。 
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５ 研究の経緯 

  ・平成２７年３月 研究課題の決定 

  ・平成２７年５月 研究担当県の決定 

  ・平成２８年２月 研究対象国及び現地調査対象国の決定 

全都道府県教育委員会へアンケート調査を実施 

  ・平成２８年５月 上記アンケート結果の報告 

  ・平成２８年８月 ドイツ連邦共和国への現地調査実施 

  ・平成２９年１月 研究報告書の完成及び発表 

   

Ⅱ 比較対象国の教育制度の概要 

１ ドイツ連邦共和国（以下、「ドイツ」という） 

連邦制をとるドイツでは、国の連邦教育研究省は主として高等教育を担当し、

初等中等教育に関しては、各州の文部省が学校制度・教育課程の基準を設定し、

県・郡・各学校を監督している。義務教育は９年間（一部の州は１０年）であ

り、初等教育は基礎学校（小学校）において４年間（一部の州は６年間）行わ

れる。中等教育としては、生徒の能力・適性に応じて、ハウプトシューレ（基

幹学校・５年制）、実科学校（６年制）、ギムナジウム（大学進学希望者対象

・８年制または９年制）が設けられている。また、後期中等教育段階において

は、上記の職業学校のほか、職業専門学校や職業上級学校など、多様な職業教

育学校が設けられている。高等教育機関には、総合大学と専門大学がある。 

  なお、ドイツ統一後、旧東ドイツ地域各州は、旧西ドイツ地域の制度に合わ

せる方向で学校制度の再編を進め、多くの州はギムナジウムの他に、ハウプト

シューレと実科学校を合わせた学校種を導入した。 

義務教育段階の子供の数は約８４７万人で、障害のある子供は全体の６.６

％となる（２０１２年）。 

 

２ フランス共和国 

フランスでは、国が教育の権限を有する中央集権的な教育行政組織を整えて

きた。そのため、日本の文部科学省に該当する「国民教育省」が全国的な教育

課程の基準として学習指導要領を定め、授業の科目や内容を細かく規定してい
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る。義務教育は６歳以上１６歳未満の１０年間であり、初等教育は小学校（５

年制）、中等教育は前期が中学校（コレージュ・４年制）、後期が高校（リセ

・３年制）、高等教育は大学、グランゼコールなどから構成されている。つま

り、小学校から中学校を経て高校の第１学年までが義務教育期間に相当する。 

このようにフランスでは全国で統一された基準が設定されているものの、小

学校から厳格な課程主義が採用されており、いわゆる飛び級や落第、原級留め

置きが普通に行われている。また、初等教育（小学校）の特色として、設置者

である市町村の数が多いため、単級学校や複式学級などの小規模小学校の数が

多いことが挙げられる。さらに、高等教育機関に入学するためには、原則とし

て「バカロレア」を取得する必要があることも特色である。 

障害のある子供の割合は２．４７％であり、内訳は５１．４％が通常の学校、

２３．９％が特別支援学級、２４．７％が特別支援学校である。（２０１４年）。 

３ オーストラリア連邦 

連邦制を採用しているオーストラリアでは、憲法規定に基づき、初等中等教

育に関する事項は各州の責任とされている。しかし、１９８０年代後半の連邦

及び各州教育大臣の合意による「国家教育指針」の策定後、国家の統一性が強

化され、２００８年度からは、ナショナル・カリキュラムの開発が進められた。 

国民は誰でも無料で公立学校の初等（プライマリースクール）・中等教育（ジ

ュニア、シニア・セカンダリースクール）を受けられる。公立学校は全て男女

共学で、多くの場合は体育や音楽を除いて学級担任制である。州統一テストが

隔年で行われるほか、学期ごとの成績評価がつけられ、保護者面談が年数回も

しくは希望に応じて行われる。義務教育卒業時には州ごとに実施される統一卒

業試験を受け、この試験の結果と第１１～１２学年の２学年間の学業成績を総

合し、オーストラリア全土の大学を受験する。学校の種類も多様で、通常の学

校の他に選抜校・技術・外国語・音楽などの専門学校もある。 

０歳～１４歳までの障害のある子供の割合は８．３％であり、内訳は６１．

５％が通常の学級、２７．４％が特別支援学級、９．４％が特別支援学校であ

る（２００３年）。 
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Ⅲ 比較対象国の特別支援教育 

１ ドイツ連邦共和国 

特殊学校と通常の学校、障害のある子供とない子供というような分離型の教

育（パラレルシステム）がドイツの学校教育の一つの特徴であった。しかし、

１９７０年代から障害の有無にかかわらず同じ場所で教育を行うインテグレ

ーション（統合教育）の試みが次第に始まり、１９８０年代半ば以降、各州で

はインテグレーションを可能とする法的整備が進められ、分離型の教育の修正

が行われていった。そして、１９９９年の新学期から、特別支援教育の定義は

全州共通となり、広義的な「障害のある児童生徒のための支援」となった。 

このように、かつて特別支援教育については特別支援学校などの専門機関に

重点が置かれていたが、現在は個人の特別なニーズに応じる形に変わってきて

いる。ただし、国の行政上の特別支援教育に関する責任範囲は、障害のための

特別な支援のみである。 

 

（１）多様性のあるクラスでの学習 

障害のある子供は、通常の学校に通学することができ、必要な教育補助、

学校生活支援、また身体障害に適した環境を享受できることが保証されてい

る。そのため、特別支援学校と同じ資格を持った教員が通常の学校にも必要

に応じて配置され、そうした児童生徒を受け入れられる体制が取られてい

る。 

学習上必要があれば、通常の学校と特別支援学校の間を児童生徒は自由に

転校できる。この場合、教員や学校長らが協働し、その児童生徒の特別なニ

ーズに対応しているかどうか、また施設や学習課程は適切であるかどうかを

検討する。そして、通常の学校では受入れが難しい児童生徒には、特別支援

学校の案内が送られる。今回調査したドイツの州においては、特別支援学級

に相当するクラスがなく、特別な支援を必要とする子供の約３割が通常の学

校に通学し、残りの約７割が特別支援学校に通っている。 

 

（２）義務教育卒業後の進路先及び割合 

各州により多少異なるが、中等教育の義務教育期間は１５歳までである。
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義務教育後は、多くは技術訓練を受けたり、大学準備コースに入ったりなど

するが、ドイツ国内の子供の約６割がデュアルシステムを選択し、将来のキ

ャリアに合わせて技術等の習得と、勉強を同時に行う。障害のある子供にと

って、特に重要であるのは、障害者を受け入れられる職場が近いことである。 

こうしたシステムに対応するため、義務教育段階では一般的な教育を行う

にとどまらず、職業や職業準備訓練、さらには職業学校の役割も果たしてい

る。デュアルシステムでの障害者の職業訓練は、障害者ができうる限り、そ

の職業で必要とされる正式な訓練（デュアルシステムで定められたもの）を

受けることとなる。訓練の初年は、フルタイムで１年間基礎的な知識を学ぶ。

個に応じて１年間事前の教育を受けることもできる。実務訓練は、会社や社

内の訓練施設または障害者対象の教育訓練ワークショップで実施される。 

フルタイムで授業の行われる学校（技術校でない学校）でも、職業訓練の

機会はある。職業訓練が困難な場合は、個人の能力や技術を開発するための

基礎訓練が受けられる。この訓練は、将来自立した生活を送ることや、障害

者と健常者が共に働ける職場環境づくりを目的としている。 

２ フランス共和国 

フランスでは、最初の障害者の権利を定めた基本法であった１９７５年６月

３０日法の見直し作業が、シラク大統領時代の２００２年から進められた。そ

して、２００５年２月１１日に「障害者の権利と機会の平等、参加と市民権の

ための法」を定め、障害があっても全ての子供が学校に通う権利を定めた。こ

の法では、全ての子供が同じ条件の下で最寄りの学校へ籍を置く「日常環境に

おけるインクルーシブ教育の原則」と、全ての子供に権利と機会の平等を与え

るために、個々に応じたプログラムを準備する「補償の原則」が明記された。 

フランスでは、障害のある子供の教育について、国民教育省の「学校教育」

と厚生省系の「特別支援教育」の２つがある。国民教育省の「学校教育」では、

通常の学級に加えて、通常の学校の中に、初等教育段階での「ＣＬＩＳ（イン

クルージョンのためのクラス）」や中等教育段階での「ＵＬＩＳ（インクルー

ジョンのための校内ユニット）」が用意されている。それぞれ障害種別に分か

れており、どちらも日本の特別支援学級に類似しているが、前者の方がより固 
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定的な組織である。一方、パリ国立盲学校やパリ国立聾学校の教育機関などは、

フランスでは「特別支援教育施設」と呼ばれ、国民教育省とは別の教育システ

ムとして発展してきた。通常の学校に学籍を置きながらも、医療的な必要から

学校の外部との連携が欠かせない子供や、実態として全日を通常の学校以外の

施設で過ごす子供が通っている。厚生省系の医療教育機関（ＩＭＥ）では、比

較的重度といわれる障害のある子供が日常生活を行えるような指導が行われ

ているが、当機関では職業教育は基本的には行われてはいない。 

 

（１）個別のプログラムシステム    

２００５年法以降、義務教育年齢になると、保護者は居住地に最も近い通

常の学校へ学籍を登録することになる。そして、この登録の前後で、子供の

障害の状況によってその就学に何らかの困難が予想される場合は、保護者が

県障害者会館（ＭＤＰＨ）に申し出を行う。障害者権利自立委員会（ＣＤＡ

ＰＨ）によって障害が認定されると、個人の生活全体の補償計画である「個

別補償計画」を関連分野専門家チーム（ＥＰ）の評価を受け作成してもらう。

幼児の頃から障害の認定を受けている場合は、義務教育就学に当たっての

「個別就学計画」は全体的な個別補償計画の一部となる。なお、個別就学計

画の作成は、県障害者会館（ＭＤＰＨ）の仕事であるが、それを実施する責

任は、国民教育省に課せられている。 

      

（２）差別禁止平等推進高等機関（ＨＡＬＤＥ） 

障害のある子供の就学に関して日本との最も大きな違いとされる点は、保

護者の位置付けである。フランスでは、子供の就学について保護者が最終的

な決定権を有している。また、子供の学校教育についての様々な配慮事項の

決定について、必ずその保護者が、教員や医師とともにその議論に参加する。 

できる限り通常の学校での教育が優先されるが、保護者の意向と行政側あ

るいは専門家チームの意向とが食い違い、保護者にとっては「差別的」であ

ると受け取れる決定がなされた場合、検討がなされる。その検討が行われる

機関が、「差別禁止平等推進高等機関（ＨＡＬＤＥ）」である。 
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３ オーストラリア連邦（西オーストラリア州） 

オーストラリアでは、１９８４年頃の基礎カリキュラム作成からインクルー

シブ教育システム構築の動きが始まる。１９９９年には、学習困難な子供のコ

ーディネーター制度が設けられ、子供の教育的ニーズに応じたプログラムを通

常の学校と共同的に提供するシステムが整えられた。そして、障害者差別解消

法に基づき、「教育における障害基準（２００５）」が規定された。具体的な

障害名の記述はないが、障害のある子供は障害のない子供と同じ教育の場で就

学する権利と合理的配慮がなされる権利が示された。 

オーストラリアでは、障害のある子供が地域の学校に入学するに当たり、医

師からの診断書等に基づき、教育省が雇用する学校心理士が心理検査を行い、

複数名で判断している。また、文化や言語が異なる子供には、非言語性の検査

を用い、障害が重複している場合は、外部機関の専門家によって、適応行動評

価尺度・視覚・聴覚のアセスメントなどが行われている。障害のある子供の主

な学びの場としては、通常の学校内にある特別クラスとして「教育支援ユニッ

ト」と「言語発達学校・特別支援学校のサテライト教室」があり、特別な学習

のための設備や教室環境が整えられている「教育支援センター」と「特別支援

学校」とがある。

（１）予算措置システム「スクールズプラス」

学校は、特別な学習支援が必要な子供が在籍する場合、「スクールズプラ

ス」という西オーストラリア州の予算プログラムによって必要な支援を行う

財源を得ている。スクールズプラスは、学齢児全体の３％に対する支援用に

制度設計されているが、障害のある子供全体の割合より少ない。 

学校が予算措置対象の認定を受けた場合、追加の支援や学習の調整のレベ

ルによって学校配分予算や教員の数が決定される。追加の支援や必要な教育

的ニーズについては、予算措置の仕組みと連動したチェックリストを用い、

学校は保護者と詳細に相談を進めながら内容を決定し、見直しも行う。 

（２）スクールズプラスにおける教育的ニーズの５段階

スクールズプラスの対象となった子供一人一人の教育的ニーズは、ＥＮ
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（Education Needs）１～５までのいずれかの段階に分けられる。 

・ＥＮ１：軽い運動障害やアレルギーなどの子供を対象として、通常の学級

で指導や目標を変更せずに方法や支援を工夫する段階 

・ＥＮ２：インシュリン注射等、大人の監督が必要であるが、通常の学級で

指導や目標を変更せずに方法や支援を工夫する段階 

・ＥＮ３：高機能自閉症の子供や全盲の点字使用する子供など、カリキュラ

ムを子供に合わせて調整するが、通常の学級で、教育や指導の目標を変更

して行うことも可能とする段階 

・ＥＮ４：知的障害のある子供や自閉症の子供など、ほとんどの学習領域で

個別化された目標を設定し、社会性の学習や学習成果の汎化を目指す特別

ユニットにおいて支援をする段階 

・ＥＮ５：重度の知的障害や重度の自閉症の子供を対象とし、子供の教育的

ニーズに合わせたプログラムを作成して、理学療法士や看護師を配置して

いる教育支援センターで支援を行う段階。 

 

Ⅳ 考察（むすび） 

１ 教育的ニーズに応じた体制整備とキャリア教育について 

  今回の比較研究において調査対象とした３か国（以下、「対象国」という）

の共通点として、障害者権利条約の批准前から、共生社会の形成や障害のある

子供の教育について先進的に取り組んでいることが挙げられる。また、障害の

有無にかかわらず、全ての子供が教育を受ける権利があるため、日本が参考に

すべき点は多い。 

  特に、国や州レベルで法整備を行ってきた対象国では、障害のある子供たち

を含めた教育制度が早期から成立し、日本が目指すインクルーシブ教育システ

ムの構築に向けた取組と同様に、多様な学びの場を用意することとして整えて

きた。こうした環境において、合理的配慮を提供するための条件を明確にし、

それを基に整備されていることがうかがえる。 

多様な学びの場としての特別支援学校については、基本的にはどの対象国に

おいても日本のような障害種におおよそ分類されている。しかし、日本とは異

なり、特別支援学校の中に学習障害や適応障害を対象にした学校が存在してい
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る国もある。さらに、フランスでは障害の有無にかかわらず、居住地に近い学

校へ学籍を登録することを原則としており、実際の就学先は異なる場合もある

が学籍は一元化されている。 

対象国では、支援が必要な子供に対して、個別のプログラム（教育計画等）

を作成しており、当該プログラムにおいて支援の内容から就労までの長期目標

等を成長とともに移行していく点は、日本における個別の教育支援計画等と共

通している部分が多い。さらに対象国では、必要に応じて学びの場を通常の学

校から特別支援学校や特別支援学級へ異動させるなど、適切な学びの場の確保

のために柔軟な措置をしている。そのために個別のプログラムを大切にしてい

ると推察される。 

対象国の教育現場では、専門的な資格を有した教員と、教育支援員・各種コ

ーディネーター・セラピストなど別の資格を有した職員との連携による対応が

できるように、どの学校においても各障害に対する専門知識の高いスタッフが

配置されている。 

日本と同様に、特別支援教育に関する専門的な教員免許状は対象国にも存在

し、各障害種による専門的な学校があることにおいては共通するところであ

る。しかし、教員免許を取得する際には、履修単位の中に何らかの障害種別の

単位を取ることを必須条件にしている国もあり、現職教員の研修制度として日

本と比較するとやや研修時間が少ない印象を受ける。おそらく教員の研修機会

について、研修の場を設定して教員を育成するよりも、大学等で資格を取得し

た教員によってその専門性を発揮できるようにしているからだと思われる。対

象国では、子供たちの障害の状態や程度などの枠組が明確に示されているた

め、研修内容は障害の理解ではなく、教科等における指導法等が充実している。

日本でも大学等の養成機関（教員育成の段階）で、対象国のように障害の理解

を含めその専門性に関する知識の習得が必要ではないだろうか。 

対象国における障害のある子供に対する就業政策では、職業教育に対する専

門家の配置や、対象となる子供の教育的ニーズについて支援を受けられるサー

ビス等が展開されている。ドイツでは前期中等教育の段階から職業コースが選

択できたり、フランスでは知的障害のある生徒の就労のために必要な能力に応

じた証明書を発行したりしている。このように、対象国では、国策として障害
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者が社会参加できるように就労先の条件を満たしていけるキャリア教育が実

施されている。学校教育の段階から具体的なビジョンを持ち、社会参加に向け

た学校教育段階でのキャリア教育は日本にとって参考になるものである。 

 

２ インクルーシブ教育システムの構築に向けて 

  日本ではインクルーシブ教育に向けた法的整備が進み、柔軟で連続する多様

な学びの場を設けることになっている。近年では、２０１６年４月に「障害者

を理由とする差別の禁止に関する法律」が施行され、その対応要領の作成が義

務付けられた。そのため、合理的配慮の提供、基礎的環境整備の充実に取りか

かり、社会的障壁の除去や障害を理由とした差別の禁止等が規定された。さら

には、既に存在する特別支援学校、特別支援学級、小・中学校の通級指導教室

に加え、２０１６年３月には文部科学省の有識者会議による報告「高等学校に

おける通級による指導の制度化及び充実方策について」が出されており、高等

学校における教育の場の広がりも見せている。 

日本では、設備面を中心とした整備が各地で進んでいるが、学校現場での具

体的な指導等についてはまだまだ模索状態にあるのが現状である。障害者の精

神的・身体的な能力などを可能な限り最大限度まで発達させ、社会に効果的に

参加できるようにするためには、対象国のように多様な学びの場を自由に異動

できるようにするなど、現制度の見直しも必要である。 

  学校の人材に関しては、各地区において専門的な資格を持つ教員を配置し、

更に各障害種に対応する特別支援学校のセンター的機能を効果的に活用でき

れば、安心な学びの場が提供できるのではないか。また、特別支援教育コーデ

ィネーターが専門的なスタッフ（スクールソーシャルワーカー等）と連携する

ことで、個別の教育支援計画等を活用した適切な学びの場の提供や、合理的配

慮に関する協議をスムーズに行うことができる。施設・設備面だけではなく、

こうした人材を確保し、障害のある子供一人一人に寄り添う方策ができるよ

う、日本でも諸外国を参考に、インクルーシブ教育システムの構築を進めてい

くことが重要である。 
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第２部 現地調査報告  

 

Ⅰ ドイツ連邦共和国現地調査の概要 

１ 実施年月日 

平成２８年８月２７日（土）から平成２８年９月２日（金）まで 

 

２ 視察の目的 

  インクルーシブ教育システムの構築による特別支援教育の推進に当たり、卒

業後の就労支援や社会的な自立に向けた取組等が先進的で各自治体の参考と

なると考えられるため、現地調査を通じた情報収集等を行う。 

 

３ 視察先 

（１）ノルトライン・ヴェストファーレン州（以下、「ＮＲＷ州」という）教育省 

（２）デュッセルドルフ市教育部署 

（３）エマ基礎学校（小学校） 

（４）ベーテル職業教育センター  

（５）アルフレード・ヘルハウゼン特別支援学校 

（６）ケルン大学 

 

４ 参加者 

平松 直巳 愛知県教育委員会教育長［団長］ 

松川 禮子 岐阜県教育委員会教育長［副団長］ 

内藤 敏也 千葉県教育委員会教育長 

 

Ⅱ 視察先・視察内容の概要 

１ ＮＲＷ州教育省 

（１）ＮＲＷ州の教育制度 

ＮＲＷ州の州都はデュッセルドルフ市。ＮＲＷ州教育省は学校管轄の上位

機関で、その下に、五つの大都市行政管区がある。州には文部省が設置され

ている。学校での教育行為に対する基本的な権利を定めた、ＮＲＷ州学校法
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があり、基本となる第１条には、「個々の児童生徒が個別化された教育を享

受する権利がある。」と示されている。この個別化された教育というのは、

学校法の全体を貫く概念となっており、大きな意味を持っている。従来、特

別な支援が必要と認められた子供が特別支援学校に通っていたが、通常の学

校で教育を受けるべきとの動きが顕著になっている。ＮＲＷ州の学校数は全

体で約６,０００校あり、基礎学校（小学校）が２,８４５校と最も多く、次い

でギムナジウムを６２５校設置している。 

 

（２）インクルーシブ教育の現状 

    インクルーシブ教育については、ドイツ全ての州で課題として認識してお

り、その実現に向けて変革期を迎えている。ＮＲＷ州でも、これまでに様々

な取組を進めてきている。１９７０年代から、保護者の要望・活動等により、

障害のある子供は特別支援学校ではなく、通常の学校で教育を受けるべきと

の動きが顕著になった。また、重篤な障害のある子供も通常の学校の枠の中

で教育していくという取組を始めており、このことを州の誇りとしている。 

２００５年には、通常の学校と特別支援学校が同等の権限を持った学びの

場として位置付けられ、２００９年に国連の障害者の権利に関する条約に批

准し、２０１４年からはインクルーシブ教育を享受する権利が確立された。

２０１６年以降は、職業訓練学校でも採用されている。 

１２年生までの子供１２万人のうち、７.５％が障害のある子供で、学習

障害が増えてきている。インクルーシブ教育を受けている子供は、通常の学

校在籍が３８％となっており、この２つの数値はドイツ全体の平均より高

い。通常の学校での障害のある子供への対応は、特別支援学校教員の常駐や

専門員の配置により行っているが、特別支援学校教員を配置した通常の学校

からは、配置を増やしてほしいとの要望がある。 

 

（３）質疑概要 

○ 発達障害について 

発達障害のある子供は全州で増えており、原因を探ろうとしている。 

 ○ 教育予算について 
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連邦政府から州への予算措置は無く、全て州負担で運営している。 

○ 通常の学校における、障害に応じた多様な学びの場について 

日本の小中学校における通級による指導、特別支援学級のような概念はな

く、各学校の裁量で学級を分けるなどの対応をしている。 

○ 特別支援学校卒業生の就職率・職業教育について 

統計については把握していない。経験値ではあるが、発達障害の子供は必

ずしも就職できていない。 

 

（４）視察を通して 

インクルーシブ教育システムの構築は、ドイツ全体で注目されている政策

であり、その推進等については各州ごとに特色がある。ドイツは、職業教育

において世界的に特色ある取組を進めているが、障害のある子供の就職率に

ついては、その概念がなく、州の統計資料がないことは少し意外であった。 

ドイツにおける中等教育以降の学校システムは、子供は能力や適正に応じ

て進学する学校が分かれることから、就職率や雇用率を上げるというより

は、早い時期から個々の特別なニーズを見極め、「強みを伸ばす」教育が推

進されていると感じた。こうした視点は、日本の教育にも大いに参考となる

ものである。 

 

２ デュッセルドルフ市学校行政局 

（１）インクルーシブ教育の現状 

① 概要 

ＮＲＷ州学校法第２条では、障害のある子供が通常の学校で学ぶことが定

義されている。障害のある子供は、その程度に従って個別化した支援を通常

の学校で受けることになる。２００９年にドイツは国連の障害者の権利に関

する条約に批准し、この段階から障害のある子供の学びの場は通常の学校と

なり、分離教育ではなく共に教育していくことが前面に打ち出されている。 

② 特別支援学校について 

保護者が特別支援学校を選択する数は顕著に減っている。従来、学校数は

１３校で約２,０００人の在籍者がいたが、この５年間で約５００人減少し
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た。知的障害に特化した特別支援学校は３校あるが、在籍者数の変容は少な

く、言語障害対象の特別支援学校も同様に変容は少ない。 

デュッセルドルフ市において、特別支援学校の教員は、大学で養成課程の

講座を学んだ後、教員免許の試験を受けるか、修士（マスター）の資格を取

ることとなる。その後に特別支援学校で１８か月の教育実習をしながら、同

時並行で理論的なセミナーも受講する。 

③ 子供の障害の状況等について 

特別なニーズを必要とする子供の学校別の在籍者数は、小学校段階で大き

く増加している。初等教育以降は、どの学校でも増加している。ＮＲＷ州全

体で、特別なニーズが認められた子供で、通常の学校で教育を受けている子

供の割合が、この５年間で１７％から３８％に増加している。また、デュッ

セルドルフ市では５０％の通常の学校がインクルーシブ教育を導入してい

る。 

④ ＮＲＷ州からの支援について 

ＮＲＷ州から市に対して以下の支援・措置等がある。 

・ 特別支援学校の維持・安定化 

・ 通常の学校の包括的教育支援 

   ・ 障害のある子供への個別の配慮をするために必要な補助具・備品の措

置 

   ・ アシスタントの配置（学習障害のある子供への読み聞かせ等） 

   ・ 通学手段としての個別タクシーの配置（昔は大型バス） 

⑤ その他の市の取組について 

未成年保護に関する少年保護局・学校局・保健省等との連携、インクルー

シブ教育に関する特別なポータルサイトの作成を行っている。 

⑥ 課題・今後の展望等 

インクルーシブ教育に対応した学校や人員を増やすことや、校舎の整備等

を継続的に推進する必要がある。 

学校現場においては授業を変えていくことが大きな課題である。 

 

（２）学校外の機関等による支援 
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ドイツは、難民や移民を受け入れてきた歴史から、障害者も含めた大きな意

味で統合の理念があり、支援を行う学校外の機関等として次のものがある。 

・コンピテンスセンター        ・青少年保護局のヘルパー 

・就業支援のためのコーディネーター  ・インクルーシブ教育チーム 

 

（３）質疑概要  

○ 障害の分類・判定について 

 ・ 知的障害は日本と同様に診断時のＩＱ値によって判断している。 

・ 全ての子供に対しては行わないが、指定医による入学時診断があり、発

達に問題がある場合はここで確認される。肢体不自由の場合は、多くの場

合、保護者が医師の診断を基に判定を受けている。 

 ○ 通常の学校について 

学級編制について、特に、学習障害・言語障害・情緒障害については、支

援員を配置して、空間的にも内容的にも同じ学級内で共に教育をすることを

基本としている。 

 ○ 予算について 

・ インクルーシブ教育も含めて、学校の施設整備の拡充には費用を投じて

いるが、子供の数は増えており、全ての学校で収容数が足りていない。 

・ 新設校を造る場合、インクルーシブ教育が容易にできるような個別指導

用の空間を設置したり、社会福祉関係支援者等のためのスペースを整備し

たりする。 

 ○ クラスサイズについて 

・ 小学校低学年で最大２９人、初等教育以降で２５～３５人であり、小学

校のクラスサイズを減らす方向で考えている。 

・ 特別支援学校の精神障害・肢体不自由では１学級が最大８人である。 

 ○ 教員免許について 

教員免許は、初等教育・前期中等教育・後期中等教育の３種類である。教

員免許が取得できる大学は州内に３校ある。 

○ 関係機関のネットワークについて 

特別なニーズの認定に関わるシステムの中に、保健・医師・厚生関係の関
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係者がネットワークを駆使してサポートすることが組み込まれている。 

 

（４）視察を通して 

インクルーシブ教育システムの構築のための重要なキーワードは「人員と

空間の提供」で、そのために多くの予算を編成しており、積極的な施策が推

進されている。ドイツは、難民・移民を多く受けているバックボーンがある

ことから、インクルーシブ教育の取組はスムーズに導入できたことと推察さ

れる。また、学校外の機関からも多くの支援を受けており、市政においてイ

ンクルーシブ教育が自然な形で位置付けられている印象を受けた。このよう

な状況は、日本でも参考にしたいモデルの１つである。インクルーシブ教育

が積極的に推進されている中で、保護者から特別支援学校での専門的な教育

を希望する声もあると聞いて、日本が整備している「多様な学びの場」の重

要性を改めて認識した。 

 

３ エマ基礎学校（小学校） 

（１）学校の概要 

約１５年前から、地域でのパイロット校としてインクルーシブ教育の実践

が始まっている。当校は言語障害・学習障害・情緒障害の３大障害分野の他

に、精神障害・肢体不自由、場合によっては聴覚障害・視覚障害のある児童

も受け入れるなど、特別な取組をしている。今年から他の学校と合併し、両

校合わせて児童が約３００人と新しい体制になり、校長は２校の監督を兼ね

ている。当校舎で支援が必要な児童は約４０～４５人で、そのうち診断書が

提出されている児童は約２０人である。また、診断書はないが予防的に支援

を受けている児童が約２０～２５人で、主に学習障害、社会的行動の乱れ、

情緒障害の児童である。さらに、身体障害の児童についても同様に支援をし

ている。 

 

（２）教員の状況 

校長は当校の校長に就任して１２年で、元々は小学校教員の課程を学んだ

教員で、現在も教鞭を執っている。教員数は、常勤では教員１６人と特別支
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援教員５人となる。さらに８人の統合（インテグレーション）ヘルパーが精

神障害のある児童の補助のために配置されている。特別支援教員は重点的な

障害、例えば視覚障害・聴覚障害・学習障害等、それぞれの分野に特化した

技能を備えており、当校では小グループでの授業、あるいはティームティー

チングの授業に活用している。 

 

（３）就学支援 

ドイツでは、乳幼児の頃より小児科で特別なニーズが特定されると、継続

した支援プログラムが綿密に立てられる。早期支援策はこのプログラムに基

づいて園児の段階でも実施するため、当校では幼稚園・保育園との密接な連

携を通して途切れなく学校に繋ぐことを重視している。入学の段階だけでな

く、４年間の小学校終了後、中等教育課程に入る段階の引継についても同様

の措置が取られている。その際は、卒業時に上級学校の教員が当校に赴いて、

どのような児童がいるか認定を行うが、この認定は次の学校に引き渡され、

保護者にも伝えられる。 

 

（４）幼稚園・中等教育学校との連携 

当校から中等教育学校に進学した子供の成長を見届けるため、当校の教員

が授業の様子を聴講して意見交換を行う聴講制度がある。基礎学校（小学校）

としては幼稚園・中等教育学校の教員同士の研修を重視しており、引継だけ

でなく共同で研修を行ったり、２～３年に一度の頻度で教科別（ドイツ語・

算数・英語）に教員同士が研修や意見交換の場に同席したりすることで、学

習内容についても初等教育から中等教育への移行時につまずかないように

配慮している。 

 

（５）選択制の全日制 

ドイツでは基本的に正規の授業は午前中までであり、近年は選択制の全日

制を実施している。興味のある者が午後のケアも受けられるプログラム（主

催は別団体）である。午後のプログラムに残る児童は約５０％で、保護者の

就業の都合で午後１時まで残る児童は約３０％である。基本的に午後に教員
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は付かないが、宿題をする時間を設け、その時間だけは正規教員が付いて午

後４時の終業時には宿題を学校内で終えて帰宅できるようにしている。 

 

（６）授業の様子 

２時間の授業単位ごとの構成になっており、休憩時間は学習内容を終えた

段階で、教員の裁量により柔軟に決めている。４年生の宗教の授業では、１

５人の児童に対して、担当は教育実習生・指導教員・補助１人の計３人が配

置されており、支援の必要な児童を他の児童が一緒になって教えあっていた。

視察時には要支援児童が５人いると聞いたが、教室の中で誰が該当児童なの

か全く分からず、現地調査参加者から驚きの声もあった。視察した授業では、

集中力が低下して授業についていけない児童に対して、統合ヘルパーが別の

部屋で児童の集中力を高めるようなカードゲームを行っていた。少人数での

個別指導が多いため、特別目的コーナーを設け、児童らが自分のペースで学

習できるような工夫をしており、各教室の前に少人数の児童が輪になって座

れるような机が配置されている。校庭には保護者が中心となって設置した遊

具施設があり、車いすの児童でも運動機能や視聴覚機能を生かす工夫がされ

ている。 

 

（７）今後の方向 

エマ基礎学校が７年前から参加している広域でのパイロットプロジェクト

は、地域の特別支援教員が更に研修を積むことによって、言語障害・学習障

害・情緒障害がある児童を、域内のどの学校でも受入可能にすることを目指

すものであるが、同時に近隣の特別支援学校とも連携を進めているため、当

校の授業内容についてサポートを得ることができる体制にもなっている。当

校は、限られた特別支援教員で効果的なケアを行うノウハウが蓄積されてお

り、ニーズのある所に効果的に配置するよう工夫している。今年から他の学

校と合併しているが、当校の従来の特徴であるインクルーシブ教育の先駆的

な取組、そして合併相手校の特徴である全日制の午後のプログラム等をうま

く組み合わせることにより、新校舎として発足する際には、インクルーシブ

教育を含めて全日制のプログラムも充実させた学校として今後発展していき
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たいとしている。 

 

（８）視察を通して 

学級規模や配置される職員数と職種、取出指導ができる教室の確保など、

日本における教育環境との違いは大きい。授業の視察では、日本の小学校の

通常の学級で見られるような特別な支援の必要な子供の姿や、そうした子供

たちを複数含んだ学級の持つ、ある種の騒々しさが見られないことにやや違

和感を覚えた。これは、ドイツにおける障害の重点が、言語障害・学習障害

・情緒障害であることが大きいと推察する。 

 

４ ベーテル財団職業教育センター 

（１）ベーテル財団の概要 

ベーテル財団は、障害のある者もない者も共に働き生活することによる共

生を目指しており、ＮＲＷ州ビーレフェルト市（人口約３４万人）近郊に総

合医療福祉施設を有している。 

また、各種病院・老人ホーム、各種の通常の学校・神学校・特別支援学校

等も有しており、医療と福祉と教育を機能的に活用している。障害者は、パ

ン屋・自動車部品工場・農場・ホテル・レストラン等で働いており、様々な

仕事に就くことで、生きがいを持ち、充実した暮らしを送っている。 

 

（２）ベーテル財団職業教育センターの概要 

ベーテル財団が有する施設全体の障害者約４００人のうち、ベーテル財団

職業教育センターには約３００人が在籍している。就職に必要な実習では、

企業が職場を用意し、職業教育センターに籍を置いたまま働き、賃金は企業

が支払う方式を取っている。まずは職業教育センターで学んだことを実習で

うまく活用できるようにし、その上で企業に就職させることがベーテル財団

の役割である。また、職業教育センターでは、研修施設に加えて寄宿舎の住

居施設も有しており、特別支援に係るてんかん等の医療サポート・心理的サ

ポート・社会的サポート・余暇活動のサポートも行っている。参加している

学生は１６歳から３０歳であるが若い学生が中心で、てんかん、脳神経系、
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認知的な能力の低下、心理的に情緒不安定な者などが全国から集まってい

る。こうした資格が取得できる職業教育センターは国内に５２施設あり、こ

のうち州には１０施設がある。 

  ※以下、同財団職業教育センターにおける職業訓練学校等について記述する。 

① 職業訓練学校の概要 

研修施設を職業教育センターと共有し、財源として州政府からの補助金が

措置されている。訓練生６６０人のうち、２２６人には特別なニーズがある。

主な障害種は学習障害、肢体不自由、情緒障害、社会的行動に乱れのある者、

精神障害者であり、障害の有無にかかわらず１つの学級内で授業を受けてい

る。指導に当たるのは、職業訓練学校の指導員、指導員の中で特別支援教育

について専門性がある者、技術的な指導をする者である。対象とする主な職

業は金属加工、ホテルでの仕事、販売員（事務系）など、多岐にわたる。職

業訓練の期間は学科によって２年半から３年半と様々であるが、商工会議所

等の資格を取得するなど、外部機関の資格試験を受験することにより、客観

的な評価を得ることができる。 

  ○職業訓練学校における質疑概要 

・ 卒業後の就職先等について 

     約２００人の卒業生がおり、このうち修了証を得るのは約７０％であ

るが、企業で就職し、その職種と同じ賃金協定で定められている賃金で

働いている。障害があっても、商工会議所の資格があれば、障害がない

者と同じ条件の下での雇用となる。 

・ 企業における障害者雇用について 

日本では障害者を一定割合で雇用しなければならないが、ドイツでも

２０人以上の企業は５％の障害者を雇用しなければならない。 

・ 生活保護等のセーフティネットについて 

修了証を得られない者が資格なしで就職する場合もあるが、就職がで

きない場合は失業者として社会保障の受給者となる。 

② ワークショップセンターの概要 

地域の慈善活動の寄付により成り立っており、設立から５年が経過している。 

・対象者：職業教育センターや職業訓練学校に適さない障害のある生徒 
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・研修：２７か月にわたって職業的オリエンテーションを行う。研修期間の

資金は労働局により措置されており、対象者には毎月８０ユーロが支払わ

れる。研修期間終了後には修了証書が渡される（ベーテル財団内のみで通

用する資格）。 

・作業内容：自転車修理、オートバイ、デコレーション、梱包、受付業務，

電装品の組立、包装等。社会的ニーズ等に応じて内容の変更を行うが、指

導員との話し合いによりプランを作成する。 

・指導員：指導員１人当たり７.５人の生徒を担当する。 

・その他：生活に必要な自転車、バイク、パソコン等の貸し出しも行う。最

終的な目標は企業の実習に結びつけていくことなどである。国内にワーク

ショップセンターは６５０箇所あり、約３０万人が在籍している。 

③ ホテル（リンデンホフホテル）の概要 

リンデンホフホテルは、ベーテル財団の広い敷地の丘の上にある山小屋風

の美しい宿泊施設である。室内１階のホールには、ホテルでの訓練生や就職

者が描いたたくさんの油絵が掲げられている。絵を描く機会を与えること

で、働くこととともに情操を豊かにすること、精神的な安定を図ることに繋

げている。 

 

（３）視察・意見交換を通して 

寄宿舎を備えた広大な敷地に、様々な職種の訓練内容・職種に応じた最新

の機械や工具等とともに、実習先でもある一般客用のホテルも備えた素晴ら

しい訓練施設であった。国の補助金によって運営されており、障害者だけで

はなく、職業能力を身に付けたいという移民を含む多くの若者が全州から集

まっている。主たる対象の障害が軽度の学習障害・発達障害・てんかん等で

あることや、職業訓練の内容が高度かつ実践的で、その分野での就職を強く

意識したものであるところは、日本の高等特別支援学校に似た仕組みとなっ

ている。ドイツでは障害の有無にかかわらず、職業に就くためには一定の資

格が必要とされ、資格を取得するためには、一定期間の職業訓練を受けて試

験に合格するか、その職業に応じた学校の卒業資格や実習等が必要であるた

め、今回の職業教育センター等が大きな役割を果たしている。また、ドイツ
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は障害者のみならず、多くの移民を現在抱えているため、彼らに十分な職業

訓練を施すことにより、労働力とする必要がある。 

 

５ アルフレード・ヘルハウゼン特別支援学校 

（１）アルフレード・ヘルハウゼン特別支援学校の概要   

当校はデュッセルドルフ市立の特別支援学校で、支援重点分野として学習

障害・情緒障害の児童生徒を主に受け入れており、現行では６～１７歳まで

の３１１人の児童生徒が在籍しており、学習障害等の重点分野については、

デュッセルドルフ市最大の学校となっている。学校全体の組織は、本部であ

る当校を含む７校によって構成されている。７校全体で２９学級あり、１ク

ラスの児童生徒数は６～１７人となっている。学年は１年生から１０年生ま

でであり、初等教育から前期中等教育をカバーする学校である。正規の終業

は午後１時３０分であるが、午後４時までの選択制の全日制学校となってい

る。 

 

（２）児童生徒の状況 

当校では、支援重点分野として学習障害・情緒障害・社会的行動に問題の

ある子供（問題行動のある子供）に対応している。上記３つの障害が４０％

を占めており、この他に重篤な障害のある児童生徒が約４０％在籍している。

本部である当校の重点は学習障害であり、他の２支部についても学習障害を

重点としている。今後は情緒障害の子供も受け入れていく計画である。移民

背景がある子供（保護者が外国人の環境に育った子供)は、ドイツで生まれド

イツ語を話す子供がほとんどだが、当校に通う児童生徒の約４０％は移民背

景のある子供で、それに対する配慮が必要な状況となっている。当校では年

度途中に４０人程の編入があり、編入過程としては、まず、問題が顕在化し

た時に小学校・保護者が学校担当局に申し出を行い、その時点で担当局が特

別支援学校の関係者と通常の学校の関係者に２つの診断を作成させ、その結

果に基づいて、保護者の意思を尊重しながら保護者が同意すれば特別支援学

校に通うことになる。 
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（３）教職員の状況 

校長は１６年間、副校長は８年間当校で勤めている。両者とも特別支援教

育学を修めており、専門は学習障害・情緒障害である。当校の職員数は６６

名で、教員の平均年齢は４３歳となっており、７校全体で４人の社会教育ア

シスタントが所属しているなど、教員とは別に子供の悩みに対するカウンセ

リング等の社会的支援を行う人員も配置されている。 

 

（４）児童生徒への支援体制 

 ① 支援計画の位置付けについて 

   支援計画は法的に決まっていない。通常の学校でも取り入れる動きはある

ので、将来的に支援計画が一般的になる可能性はある。学校間の引き継ぎで

は、次の就職準備課程に移る場合に、要望があれば支援計画を含めた全ての

書類を渡すことができる。 

 ② 支援計画の目標設定について 

   支援計画の中で学習目標を個別に立てている。 

 ③ 支援計画の作成について 

   各児童生徒について年に２回ほど支援計画を作成している。その項目とし

てはドイツ語、数学、算数、行動の改善、社会的な行動（ソーシャルコンピ

テンス）、保護者との取組をそれぞれ計画の中に取り入れている。年に２回

の保護者面談・児童生徒面談があり、その中で本人・保護者の意思を確認し

ながら支援計画の調整を行っている。支援計画の作成に当たって、児童生徒

本人の意向も反映しながら６か月単位での計画を立てている。 

 ④ トークンエコノミーシステムについて 

 個人の強みに注目し、それを伸ばして自信を高める取組としてトークンエ

コノミーシステムを採用している。これは、例えばクラスとしての成績が良

ければ、報酬として遠足や課外授業の場を設けるというようなものである。 

⑤ 個別の指導について 

 重度の学習障害・行動障害の児童生徒で大人数クラスでは対応が難しい場

合には、少人数あるいは個人で取り出して指導を行い、徐々に大きなクラス

に馴染ませるようにするため、職員配置を手厚くしている。 
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（５）不登校への対応 

当校の支部では、古い工場の建物を校舎として活用しながら、過去２年間

で欠席率が５０％以上の不登校児を対象としたプロジェクトを実施してい

る。プロジェクトの目的は自分に対する自信を深めることである。ドイツで

は不登校に対する罰金措置もあるものの、それにより必ずしも児童生徒が動

くわけではないため、特別支援教育の視点から手を差し伸べている。 

不登校児の数は増加しており、大きな課題となっているが、当校では発達

障害の有無等の特別な要素にはこだわらずに対応している。１プロジェクト

あたり約２５人の児童生徒が関わっており、学校の授業内容とは異なるプロ

グラムを行う。担当チームの指導者は４人で構成されている（教員２人、芸

術系指導者１人、カウンセリング等の社会教育系１人）。 

 

（６）外部との連携 

青少年保護団体とも密接に提携しており、カトリック・プロテスタント系

の慈善活動団体や社会福祉団体等と提携しながら多角的に児童生徒を援助し

ている。 

 

（７）進路支援 

当校で８年生～１０年生の段階になると支援計画の上に職業訓練の要素が

加わるが、場所が不足するため、校舎とは別で、２クラスの職業準備コース

を設けており、生徒は企業で１日研修を行い、残り４日を学校で過ごしてい

る（デュアルシステム）。卒業後の進路については、年間で平均５０人が卒

業し、その内訳は以下のとおりである。 

・職業訓練                ・・・約１０人 

・提携している近隣の別の学校へ進学    ・・・約１５人 

・資格のないマニュアルワーカーとして就職 ・・・約１０人 

・企業での学習的な進路          ・・・約１５人 

（実践を重視した企業研修のようなもの）  
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（８）授業の様子 

校舎は各階の廊下続きに４つの学級がある配置で、各階の廊下入口にはそ

れぞれに色の枠があり、この色分けに従って子供たちが授業を受けている。

各教室の間には取出指導ができる個別指導室があるが、授業についていけな

い子への補講だけでなく、自閉症の子供にとって大切な落ち着ける空間とし

ても活用している。今回は１０歳～１３歳の１３人のクラスを視察したが、

担任１人にヘルパー担当が３人おり、３グループに机を固めて学習していた。 

その他の教室の様子については以下のとおりである。 

① 児童生徒向けのカフェ 

朝の７：３０から営業しており、朝食・昼食も無料で食べられる。 

 ② ワークショップ（作業教室） 

工業関係の教室には電動工具や機械等の設備が整っており、生徒の作業に

は必ず作業担当の教員が指導に当たっている。日本の特別支援学校の作業学

習室と同じようなイメージである。 

 ③ 調理室 

生活リズムの能力を身に付けることを目指し、１０年生クラスから家庭科

を実施している。 

 ④ 多目的教室 

クラスで特別な活動を行うときに使用でき、音楽もできるように楽器が配

備されている。 

 ⑤ 運動療法の部屋 

運動機能に課題のある児童生徒のために、専門家が週２回来校し、指導に

当たっている。 

 

（９）意見交換を通して 

① 障害のとらえ方について 

学習障害の児童生徒の印象が日本とは異なるように感じられたが、ドイツ

では学習障害について「長期間重度または包括的な広い範囲にわたり、学習

を通常の学校で続けることができないような児童生徒である。昔はＩＱで６

０～８５と数値的に把握したが、現在はその概念からは離れている。」とし
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ている。 

② キャリア教育について 

日本では知的障害・自閉症・情緒障害があっても高等学校に進学する生徒

がいるが、ドイツでは知的障害の生徒が高等学校へ進学することは難しい。

その一方で、学習障害の生徒には職業に就く道が開けている。 

就職ができないまま大人になった場合、ドイツでは障害者年金の受給者と

はならず、知的障害の場合は障害者向けの労働施設に就職するのが通常であ

り、学習障害の場合であっても実習形式で働く先が提供され、報酬をもらっ

て研修するシステムがある。そうした職場を用意できない場合で、かつ生徒

の年齢が高い場合は、あまり数としては多くないが失業保険の受給者とな

る。 

③ 特別支援学校における障害種別について 

 日本では知的障害を中心に特別支援教育が発達してきた経緯があるため、

様々な障害を１つの特別支援学校で受け入れている場合が多いが、ドイツの

場合は障害の分野によって学校が分かれていることが多い。その中で特に数

が増えているのは言語発達障害と知的障害となっている。言語発達障害が増

加している理由に、言語障害が社会的に認知されてきていることがある。 

④ 校長の任期について 

前述のエマ基礎学校（小学校）と同様に、当校の校長の任期も１０年以上

であったことから、校長の在籍年数の考え方について意見交換を行ったとこ

ろ、ドイツでは校長を何年務めるかについて規則等がなく、管理職試験を経

た後、校長職に応募し、そのまま定年まで続けるのが一般的となっていると

のことだった。管理職を組織的に育てる日本とは学校運営における視点が異

なっている。 

 

（10）視察を通して 

アルフレード・ヘルハウゼン特別支援学校は、ドイツにおいて障害の重点

とされている学習障害・情緒障害を対象とした学校である。特別支援学校は、

インクルーシブ教育の中で通常の学校より手厚い支援が必要な子供が通う

学校との位置付けである。また、不登校への支援にも見られるように、障害
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の有無にかかわらず、社会的・家庭的に課題がある児童生徒にも手厚い支援

を行っている学校の姿勢にも特徴があった。卒業後の生徒の進路について

は、ドイツの場合、卒業後は職業訓練施設や別の学校等、進路が必ずしも社

会と直結しておらず、日本の卒業と同時に社会に出ることを想定した就労支

援とは異なっている。この違いは、ドイツでは学習障害・情緒障害の就労に

ついて、一般労働者と変わらない条件で進めていく考えがあることによるも

のと推察する。一方、当校が児童生徒を通常の学校で学ぶことを最大の目標

に位置付け、支援していることも特徴的であり、ドイツの特別支援学校は通

常の学校を含めたインクルーシブ教育の中で重要な役割を果たしている。 

 

６ ケルン大学 

インクルーシブ教育システム構築に関する教員養成、教員の専門性の向上等

について調査研究するため訪問した。 

（１）特別支援教育に関する講座について 

リハビリ教育学の部門には２３の講座があり、その１つに特別支援教育が

位置付けられている。授業テーマは、 

・ インクルーシブ教育と教授法について 

・ インクルーシブ教育における障害の診断について 

・ 学校と授業内容の発展について 

・ 知的発達障害のある子供の社会的な教育について 

・ 障害のある子供のいる家庭への対応・相談について 

・ ケアをしている人への相談窓口機能について（就学先の決定に関わる内

容で重要とされている） 

  などがある。 

 

（２）ドイツにおける特別支援教育の教員の養成課程について 

重点的に学ぶ講座としては、一般的な教育学、専攻科目（２教科）、２つ

の障害種に特化した専攻科目（例えば学習障害、社会的情緒の発達の障害、

聴覚障害、言語障害、肢体不自由、知的障害等）である。 

なお、インクルーシブ教育についての講座は、特別支援教育の教員養成に

- 27 -



 

 

限らず全学生が受講し、全ての教科教育学においてもインクルーシブ教育法

について学んでいる。 

 

（３）学士と修士の課程について 

４学期制で１つのモジュール（以下、「課程」という）の中に教育学、障

害についての倫理的人類学的な概念、障害者の生活や行動の実際、教育にま

つわるケア項目等について学ぶこととなる。 

 

（４）教授法について 

○ 教員・生徒・教材の３つの視点を教授法の講座で取り上げている、実際に

授業では生徒の発達段階にあった指導内容や、教材を個別化し、学習形態を

小グループにする、サポートをつける等を行う。インクルーシブ教育では、

全ての生徒が同じ対象物を学ぶということではなく、一緒に学習することを

阻害するものをどう取り除くかについて問題としている。 

○ 個人の技能に応じた課題を与えることが大切である。 

○ 現状の発達段階の把握と支援を受けた時にどのような姿になっていれば

よいのかをイメージしておく必要がある。 

 

（５）質疑概要 

○ 通常の学校教員になるための通常教科の教員養成課程等について 

どの教科の教授法でもインクルーシブ教育を取り上げ、かつ、インクルー

シブ教育について、特別支援に関する基礎技術を学ぶセミナーも必修として

いる。学士を取るためには４課程、修士をとるためには３課程を取る必要が

ある。学位と教員免許は別々の関係であり、修士後１年半の実習期間を経て

教員資格が取得できる。学士は３年、修士は２年であり、実習は１年半であ

るが、修士には半年分が組み込まれている。 

なお、２０１２年から教員免許のシステムの変更があり、国家試験から学

士・修士によるシステムとなって、現在はその移行期である。修士後に実習

を行うが、修士後の半年間にわたって実習先で勉強する。教員資格は修士で

なければ取得できず、これは全ての学校において同様である。 
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○ 知的障害について 

ドイツでは、知的障害者の９２．１％が特別支援学校で学習している。Ｎ

ＲＷ州の教育基本法の考え方に基づき、まず学習障害、言語発達障害、社会

性の障害からインクルーシブ教育を進めているためである。知的障害の判定 

については（日本と同様に）診断書を提出し、判定書を書いてもらうことを

求めている。 

 ○ 特別支援教育に関する研修に対する大学の役割等について 

これから教員になる若い人への教育のほかに、継続教育として特定の内容

について講座を設けていたり、関係省庁が行う施策について学術的な観点か

らフォローアップしたり、学校が行う施策について学術的な観点からサポー

トしたりするのも重要な役割である。 

   日本では現職教員を１年～２年間大学へ派遣してまた現職に戻す取組も行

っているが、ＮＲＷ州ではそうした取組はなく、追加教育として新しい資格

を取得するような場合もある。大学で現職の教員が資格を取る場合の多く

は、大学における継続教育であれば多くは無償であるが、本人の意志で通信

教育となると当該教員が自費で負担することになる。小学校の教員が特別支

援学校の教員になる場合、一度退職をしてから大学で資格を取るということ

である。そもそも、小学校の学級には担任と特別支援教育の専門家が配置さ

れているため、特別支援教育の資格を持った教員の配置は必要ではなく、現

在の卒業生は多少なりともインクルーシブ教育について学んでいる。 

 

（６）視察を通して 

ドイツは、障害者権利条約の批准に伴い、急速にインクルーシブ教育を推

進しており、研究において様々な試行錯誤をしている。教員養成の仕組みも

新しい制度（国家試験から学士・修士のシステムに変更）になったばかりで、

現職に対する研修の提供においても大学が大きな役割を果たしている。ドイ

ツでは基礎学校（小学校）の教員と特別支援学校の教員は資格が異なるため、

基礎学校（小学校）の教員が特別支援教育の教員になるためには、一度退職

をして特別支援教育の資格を取ってから再度就職する必要がある。その一方

で、児童生徒に対しては、特別支援学校から基礎学校（小学校）を選択させ
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ようとしているが、基礎学校（小学校）の教員は両方の専門性を持ち合わせ

ていない状況になっている（ただし、基礎学校（小学校）には特別支援教育

の専門家が配置されている）。日本では、特別支援教育の免許所有者を増や

していくアプローチを取っており、日本とドイツのそれぞれの選択における

今後の成果については、更なる検証が必要である。 

７ 終わりに 

（１）共生社会を目指しながら、それぞれのインクルーシブ教育システムの構築

に挑む日本とドイツの姿

ドイツは、２００９年に国連の障害者の権利に関する条約に批准し、２０

１４年からはインクルーシブ教育を享受する権利が確立された。「共に学ぶ」

精神は全ての学校で展開されている。そしてＮＲＷ州学校法第１条は「個々

の児童生徒が個別化された教育を受ける権利がある」としており、これが大

きな意味を持っていると学校関係者は強調している。 

一方、ドイツは実質的に保護者の意向を尊重しており、通常の学校と特別

支援学校との２つの選択肢、パラレルスタイルが存在し、デュッセルドルフ

市は通常の学校において、５０％のインクルーシブ教育の導入を果たしてい

る。また、発達障害・言語障害を日本より広義にとらえ（いわゆる軽度発達

障害等）、特別支援学校の対象として、専門的な教育の対象として取り組ん

でいる点に特徴がある。 

日本の目指す「多種の障害に、障害の程度に応じて、連続性のある多様な

学びの場を構築する」姿に対して、異なるアプローチをしていると感じられ

た。 

（２）共生社会に向けて特別支援学校（キャリア教育等）の活用がポイント

ドイツは、卒業後の社会において、障害年金・障害者雇用・福祉就労等を

移民や難民等を含めた施策に位置付けていることが窺える。就労において

は、マイスター制度の基礎につながる就労資格や学校の卒業資格が重要とさ

れており、資格がないと就労につながらない。今後の日本でも、共生社会を

目指した社会での就労には、こうした資格や技術等が大きく位置付けられる

- 30 -



と考えられ、国や各県での論点や参考とすべき内容となろう。 

また、ドイツでは基礎学校（小学校）で対象児童が増加し、その一方で特

別支援学校の児童生徒が減少している現状において、専門性のある人材の確

保・活用が大きな課題となっている。日独両国ともに、特別支援教育（特別

支援学校や特別支援学級等での実践）で培ってきた専門性を通常の学校（日

本では小・中・高等学校）にどのように活かすかが、今後の特別支援教育を

展開するためのポイントになると考える。 

（３）インクルーシブ教育システムの構築に向けて

ドイツは、他の先進国よりも日本との類似性が高いと推測したが、障害に

関する歴史や概念、移民の問題など、日本との相違を感じることも多かった。 

特別支援教育を推進してきたドイツが、一般教育の中で、どのようにイン

クルーシブ教育を進め、共生社会を目指すのか。日本とは異なる背景や理由

はあるが、日本にとって参考となる情報が多く得られた。 

様々な制度や社会的状況が異なる日独ではあるが、全ての学校において特

別な教育的ニーズのある児童生徒への教育をどのようにしていくのかとい

った課題は共通しており、そのための様々な工夫や苦労を共有することもで

きた。 

ドイツでは、発達障害・言語障害等が特別支援学校の対象となっているこ

とから、特別支援学校を中心に発達障害のある児童生徒への専門的な教育、

特にキャリア教育が行われ、充実してきている。日本では、発達障害のある

児童生徒への専門的な教育や障害への対応はまだこれからであり、ドイツに

学ぶべきものが多い。例えば、高等学校や、特別支援学校高等部におけるキ

ャリア教育等は日本にとって参考になるのではないかと感じた。日本のイン

クルーシブ教育に関する課題の多くは、ドイツにおいても課題であることが

再認識できたが、今後、ドイツではインクルーシブ教育の進展や、外国人移

民者やＥＵの方向性等に関連した社会の変容が想定される。それに伴って、

ドイツの特別支援教育がどのように変化するのかについても十分注視して

いきたい。 

最後に、ＮＲＷ州の教育省のマウアーマン氏をはじめ、各視察先で、視察
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団に丁寧に対応してくださった方々、視察が円滑に進むように調整していた

だいた駐日ドイツ大使館及び在デュッセルドルフ日本国総領事館にあらた

めて御礼を申し上げたい。 
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